
※控除額が二段書きになっているものは、上段が所得税、下段の（）が個人住民税（町・道民税）の控除額。

※控除額が二段書きになっていないものは、所得税、個人住民税（町・道民税）同額の控除額。

１２３万円超 ０円

　老人控除対象配偶者
（合計所得３８万円以下）

１２０万円超　１２３万円以下 ３万円 ２万円 １万円

１１５万円超　１２０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円

１１０万円超　１１５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円

１０５万円超　１１０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円

１００万円超　１０５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円

（２６万円）
２２万円

（１３万円）
１１万円

９５万円超　１００万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円

９０万円超　９５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円

控除額なし

４８万円
（３８万円）

（３２万円）
２６万円

（１６万円）
１３万円

配
偶
者
控
除

控除対象配偶者
（合計所得３８万円以下）

３８万円
（３３万円）

（２６万円）
２２万円

（１３万円）
１１万円

８５万円超　９０万円以下
３６万円
（３３万円）

（２４万円）
２２万円

（１２万円）
１１万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
３８万円超　８５万円以下

３８万円
（３３万円）

配偶者控除・配偶者特別控除の適用範囲　【平成３１年度（令和元年度）から令和２年度まで適用】

納税義務者の合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超


